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景観

■問 都市計画課都市デザイングループ（7６５－６５６２　FAX６５－６５４０　Eメールtoshikei@city.nagahama.lg.jp）

長浜市景観まちづくり計画を見直しています！
市町合併した長浜市には、その広大な市域にさまざまな景観資源が広が

っています。穏やかな水をたたえる奥琵琶湖、戦国のロマンを感じさせる
賤ヶ岳、旅人が行き交った北国街道木之本宿など、様々に彩られています。
市では、平成20年に長浜市景観まちづくり計画を策定し、長浜らしい良

好な景観形成に取り組んでいますが、今回、新たな長浜市の景観資源を踏
まえたうえで計画を見直し、平成23年から景観づくりのルールや手続きの
一部を変更します。

景観と調和する屋外広告物のしくみづくりに取り組んでいます！
市では、今年４月１日から滋賀県より権限移譲を受けて、滋賀県屋外広告物条例に基づく屋外広告物の表

示等の許可や違反広告物の除却等の事務を行っています。
景観を構成する重要な要素である屋外広告物が、まちの魅力を一層引き立てるものとなるよう、地域の特

性に応じた屋外広告物の規模や色彩、表示面積などの本市独自の基準づくりに取り組み、平成24年度からの
条例施行をめざしています。
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「長浜市歴史まちづくりフォーラム」を開催します
市では、歴史まちづくり法に基づく歴史的風致維持向上計画を策定し、今年２月に全国で14番目の計画認

定を受けました。長浜ならではの風情や情緒を大切にした歴史まちづくりを進めるためフォーラムを開催し
ます。皆さん、ぜひご参加ください。
【と　き】８月29日（日）13時30分～
【ところ】長浜勤労者総合福祉センター「臨湖」（港町）
【内　容】○基調講演

講師：奥貫 隆氏（滋賀県立大学地域づくり教育研究センター特任教授）
演題：「きらりと光る歴史まちづくり」

○歴史的風致維持向上計画の説明など
【申込み】電話、ＦＡＸかメールで都市計画課都市デザイングループまで

～教えてください！お気に入りの景観～

“ながはま百景”を募集します
合併前の長浜市では、「大切にしたい長浜の景観」と

して、皆さんのお気に入りの「まちなみ」「眺望」「自然
風景」などを募集しました。このたび、あらためて市全
域を対象として、長浜ならではの景観を募集し“ながは
ま百景”を選定します。こぞってご応募ください。
【募集期間】７月１日（木）～10月31日（日）
【応募方法】所定の応募用紙に必要事項を記入し、郵送、ＦＡＸ、Ｅメー

ル、都市計画課や各支所へ直接持参のいずれかの方法で応募
ください。詳しくは、市役所や各支所・公民館・図書館にあ
る応募用紙か市ホームページをご覧ください。

奥貫 隆 氏

参加者募集

議会だより
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中嶋良立 副市長

○条例関係（主なもの）
■長浜市税条例の一部改正を可決

個人の市民税における寄附金税額控除を拡充す
るもの
■長浜市営住宅条例の一部改正を可決

市営住宅八幡泉団地（昭和28年建築）は老朽
化が著しいこと及び入居戸数がないこと、耐震性
の安全が確保できないため廃止するもの
■長浜市病院事業の設置等に関する条例の一部改正
を可決
市立長浜病院の「がん診療連携拠点病院」とし

ての機能を強化し、がん治療等に対する取組をさ
らに進めるため、市立長浜病院の部局に「がん対
策推進事業部」を設置するもの

■長浜市役所の位置を定める条例の一部改正を可決
長浜市役所の位置を改めるもの
長浜市八幡東町632番地
（現在の長浜市役所東別館住所地）

○予算関係（主なもの）
■平成22年度一般会計補正予算を可決
総額　61億8,200万円（以下主なもの）
基本構想の見直しに　　　　　 395万4千円
しょうがい者福祉の充実に　 233万円
緊急雇用対策事業費に　　　 3,693万2千円
集落営農活動支援事業に　　 2,300万円
中心市街地活性化推進事業に　　 8,690万円
橋梁の安全点検事業費に　　 750万円
減債基金積立金に　　　　　　　　 15億円
協働でつくる長浜まちづくり基金　 10億円
庁舎建設整備基金　　　　　　　　　 15億円
庁舎整備事業費に　　　　　　　 7,100万円
■特別会計等（公共下水道事業、農業集落排水事業、
浅井簡易水道事業、木之本・高月水道事業）補正
予算を可決

○その他（主なもの）
■財産の譲渡を可決
・「旧長浜市こども療育センターわかば園舎」を
社会福祉法人 湖北会へ無償譲渡するもの
しょうがいのある人の日中活動を支援する事

業に用いるため
・「旧木ノ本駅舎」を認可地縁団体 木之本自治
会へ無償譲渡することについてを可決
高齢者の健康づくり及び多世代の地域交流事

業に用いるため
■工事請負契約を可決
神照小学校体育館改築等工事
契約金額：５億3,025万円
相 手 方：㈱材光工務店 代表取締役 伊藤光男

平成22年第２回定例市議会は、６月７日
に開会し、平成22年度一般会計補正予算な
ど29議案を審議されました。

▲神照小学校体育館完成予想図


